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本日の説明内容 

１．企業年金連合会の役割 
 
 

 （１）企業年金連合会とは 
 

 （２）ナショナルセンターとしての役割 
 

 （３）通算センターとしての役割 
 

               

２．今後検討すべき課題と論点 
 
 

 はじめに 
 

（１）中小企業における企業年金の存続・維持 
 
 

（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計 
 

（３）雇用の流動化への対応 
 

 まとめ 
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１．企業年金連合会の役割 
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昭和42年に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金連合会として設立され、平成16年の法律改正
により平成17年10月に企業年金連合会に改組。 

○企業年金連合会事業の２つの柱 

◆「企業年金のナショナルセンター」 

 企業年金制度の健全な発展を図るため会員に向けた研修・相談・情報提供・統計調査や各種政策提言活動を
行っている 

◆「企業年金の通算センター」 

厚生年金基金、確定給付企業年金の中途脱退者等に対する年金給付を一元的に行い、企業年金間の年金通
算事業を行っている 

 企業年金の通算センター 

一時金等を移換       

再度、転職した場合に
移換が可能 

企業年金連合会 年金受給者 

厚生年金基金 
確定給付企業年金 

厚生年金基金 
確定給付企業年金 

確定拠出年金 

企業年金同士で 

直接移換 

年金給付 関係団体など 

企業年金のナショナルセンター 

政府など 

企業年金連合会 

委員会活動 
実態調査 

会員 

要望・提言 要望・提言 

意見・要望 

会員 

会員 

会員 

会員 

１．（１）企業年金連合会とは 
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 （※）は厚生年金基金と確定給付企業年金の制度別研修 

対象者の目安 

習熟レベル 

高 

低 

年金制度一般 
年金実務 

（コンプライアンス含む） 
資産運用・年金財政 

応
用
的
な
知
識 

基
本
的
な
知
識 

初
歩
的
な
知
識 新任常務理事・新任運営責任者研修・新任事務長・新任事務責任者研修 

・新任職員研修 

年金実務研
修（※） 

経理決算業務
研修（※） 
経理日常業務
研修（※） 

  企業年金業務ステップアップセミナー 
②企業年金業務ステップアップ研修 （※） 

非常勤理事のための基礎知識習得研修 

規約型ＤＢス
テップアップ 
研修 

ＤＣ基本研修 

③ＤＣ継続教育研
修 

③ＤＣステップアップ
研修 ①個人情報保 

護・コンプライ
アンス・監査
研修 

 
財政再計算研修
（※） 

年金財政 
基本研修 

年金財政 
ステップアッ
プ 
研修 

資産運用 
ステップアップ研
修 
Excelを使った
ポートフォリオ 
分析 

 
Excelを使ったディ
スクロ集計・分析
基礎 
 
資産運用 
基本研修 

理事長セミナー・常務理事・運営責任者セミナー・事務長・事務責任者セミナー・中堅職員セミナー 

役員等 
事務長・事務責任者 
一般職員 
全般 

③確定拠出年金管
理士研修 

④スポット研修
（法改） 

④スポット研修
（退職給付会計） 

 
④スポット研修
（支給停止） 
 

④スポット研修 
 （税金） 

回数増の研修 

新設の研修 

②規約型ＤＢ
基本研修 

③ＤＣ制度導入研修 

①経理基礎研修 

④スポット研修
（オルタナ） 

平成26年度の研修体系図（イメージ） 

出典：平成26年2月企業年金連合会理事会・評議員会資料  

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度(予） 

講座数 29講座 30講座 33講座 27講座 27講座 35講座 

開催数 43回 44回 53回 55回 68回 76回 

参加人数 2,280名 2,287名 2,341名 2,363名 2,655名 ー 

企業年金制度のガバナンスを担う人材育成のための研修事業 

１．（２）ナショナルセンターとしての役割① 
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１．（２）ナショナルセンターとしての役割② 
複雑な制度運営を支援するための会員相談事業 
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21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

相談件数 3,217件 3,860件 4,335件 4,668件 4,219件 

◆相談支援体制の充実 
     通常の会員相談事業とは別に、厚生年金基金の制度見直し等の会員が直面  する問題に対して専門窓口を 
  設置 

    ○特例解散等に係る相談窓口（平成２５年７月～） 
     特例解散等を検討されている会員基金が、その業務を遂行する上で直面する様々な課題や生じた疑問点 
  に対応するため、地域ごとに相談担当者を設置し、事務処理などが円滑に進められるようにサポート 

    ○ ＤＣ継続教育相談窓口（平成２６年５月～） 
      ＤＣ制度運営の懸案事項である継続教育をはじめとして、ＤＣ制度全般の相談に対応する担当者を本年５月 
       より新たに設置 

  ○年金財政・制度設計相談窓口（平成２６年７月～） 
     厚生年金基金がＤＢ・ＤＣに移行するにあたっての、年金財政の現状把握および新制度の給付設計や移行 
       方法などについて、セカンドオピニオンを含め中立的立場で個別相談に応じるための専用窓口を本年７月 
       １日より設置予定 

（具体的な相談事例） 
・平成25年9月に通常解散の方向性を議決し、平成26年3月初旬に解散認可申請を行いたい。スケジュール  
 感、あるいはどのような事務作業量が必要か教えていただきたい。 
・特例解散に向けて記録整備を行っているが、基金の受給者で記録訂正が必要な者が多数（300人程度）いる。 
 従来通り再裁定を行う必要があるのか。他の方法があれば教えてほしい。 



 

会 員 
 

厚生年金基金 
確定給付企業年金(ＤＢ) 

確定拠出年金(ＤＣ) 

【メール】 
 ・厚労省などが発信する情報の即時周知（ＵＲＬ配信等） 
 ・ＤＣの内容に特化した情報を定期的に配信 
【ホームページ】 
 ・会員コンサルティング事例やＤＣ情報等を充実 
【月刊「企業年金」】 
 ・実務解説や企業年金制度の意義・必要性を唱えた記事の掲載 
 

 
 

非会員企業 
 

規約型ＤＢ 
ＤＣ実施事業所 

 
 

経済団体等 

【セミナー等】 
 ・経団連、商工会議所等と連携してセミナーを開催 
   
  

【メール】 
  ・加入検討企業及び実態調査に回答した非会員企業に対し

ニュース レター等を発信   
【ホームページ】 
  ・連合会事業等に関する情報提供の拡充 

１．（２）ナショナルセンターとしての役割③ 

様々な会員のニーズに応える情報提供の拡充 
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１．（２）ナショナルセンターとしての役割④ 
企業年金制度の現状把握、制度運営の基礎資料として活用いただく 
 ため、３種類の実態調査を実施  

資産運用 財政・事業運営 確定拠出年金 

調査内容
等 

調査時期 6月～7月 7月～9月 8月～9月 

調査対象 

会員(基金、DB) 
非会員(財政・事業運営

調査で調査) 

会員(基金、DB) 
非会員DB約2000件 
(過去調査回答DB 

＋無作為抽出分) 

全DC 

（会員・非会員 
区別なし） 

公表時期 

速報値 7月 9月 10月 

概要 9月 12月 12月 

報告書 9月 12月 翌年3月 

回答率 
※括弧内は 
回答件数 

厚生年金基金 
99.6％（556件） 

確定給付企業年金 
会員：99.0％（803件） 

※非会員は未集計 

 
厚生年金基金 
100％（554件） 

確定給付企業年金 
会員：98.6％（802件） 

非会員：39.7％（838件） 

24.4％（1,035件） 
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１．（２）ナショナルセンターとしての役割⑤ 
関係団体とも連携した企業年金の維持・発展に向けた政策提言活動 

企業年金積立金に対する特別法人税の撤廃を求める 
                                                                                                                         2013年11月29日 

 (一社)日本経済団体連合会 
日本商工会議所 

日本労働組合総連合会 
企業年金連合会 

 
  平成26年度税制改正において、企業年金の積立金に対する特別法人税（以下、特別法人税）は、課税再開などあっては
ならず、撤廃すべきである。 
  
１．持続可能な社会保障制度を確保するためには、公的年金の給付を抑制せざるを得ない状況にあり、自助努力の仕組み
として企業年金への期待はますます高まっている。また、今後５年間で多くの厚生年金基金にとって、企業年金を再建する
ことが喫緊の課題となっている。 

  
２．上記の企業年金に寄せられる社会的な要請とは逆行する形で、万が一、特別法人税が課税されることになれば、企業
年金の持続性・健全性は著しく損なわれ、各企業において、やむなく制度の縮小さらには廃止の選択肢を取らざるを得な
い事態を招きかねない。 

  
３．企業年金に加入する従業員にとっても、万が一、特別法人税が課税されることになれば、退職後に受け取る資金の目減
りや企業年金の縮小・廃止に直面し、老後生活への不安が高まることとなる。 

  
４．特別法人税については、むしろ撤廃することで、企業年金の安定的な運営に対する阻害要因を払しょくし、企業年金のさ
らなる普及・拡大を促すことで、経済成長の糧となるリスクマネーを供給する担い手を増やし、「貯蓄から投資へ」の流れを
加速・確実なものとすべきである。 

以 上 
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１．（２）ナショナルセンターとしての役割⑥ 

 

実施していな

い, 347, 35.0% 

現在計画中, 

97, 9.8% 

実施済み（実

施中）, 296, 

29.9% 

複数回実施済

み, 251, 25.3% 

３～４割の企業では、制度導入か
ら一定年月が経過しても未実施と
なっており、取り組みに企業格差
が生じていることが懸念される 

   

 
出典：企業年金連合会 第４回 確定拠出年金制度に関する実態調査  

10 

【ＤＣ継続教育の実施状況】 

ＤＣ継続教育などの懸案事項に対して新たなサービスの実施 

区分 事項 

研修 

DC制度導入研修 

DC基本研修 
DCステップアップ研修 

DC継続教育（投資教育）研修 

認定制度 DC管理士試験 

セミナー DC実態調査報告会（仮称） 

研修 会員合同継続教育セミナー（仮称） 

意見交換 
DC会員意見交換会 

DC管理士意見交換会 

会員相談 DC継続教育相談窓口 

マニュアル 
制度運営ハンドブック（更新） 

投資教育ハンドブック（〃） 

統計資料 DC実態調査報告書 

マニュアル 継続教育事例集（仮称） 

情報提供 

住所情報提供 
月刊企業年金 

ニュースレター（専用レター含む） 

【連合会のＤＣ関連事業】 

注：赤字は継続教育関連事項。下線は今年度以降の新規事項 



※1 平成25年度数値   ※2 平成24年度給付額  その他は平成24年度数値 

企業年金連合会 

中途脱退者 約2,900万件 
解散基金加入員等          
            約240万件 
 
受給者      約595万人 
年金資産（※1）  約11.8兆円 
運用収益（※1）  約1.3兆円 
修正総合利回り（※1） 13.24％ 

厚生年金基金 
 

確定給付 
企業年金 

中途脱退者 

約32万件 

解散基金 
加入員等 

約4万件 

年金給付 

約6,800億円（※2） 

通算センター事業 

受給者 

１．（３）通算センターとしての役割① 

これまで、企業年金の通算センターとして約3,140万件の中途
脱退者等の通算年金の記録管理・給付を引き受けてきた実績 
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１．（３）通算センターとしての役割② 

１１．８兆円の年金資産に対して、保険者として安全かつ効率
的に管理・運用を実施 

 

※ GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の収益率は、市場運用分の修正総合利回り（運用手数料等控除前）  

運用実績 
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連合会    ：2.79% （年率） 

厚年本体  ：2.39% （年率） 

GPIF（年福） ：2.06% （年率） 

（年度） 

パフォーマンスの推移（１９９９年１０月～２０１３年３月：１３．５年間） 



１．（３）通算センターとしての役割③ 
 
 
 
 
     近年の国債利回りの低下や制度改正に伴う厚生年金基金の代行部分の受換の廃
止等を踏まえ、将来の積立不足の発生リスクを軽減し、受換者にとって安心感があり
持続可能な制度とすること、及び受換時年齢によるデュレーションの違いを勘案した、
受換者にとってより公平な制度へ見直しを行った。（平成26年10月～） 
 

 
 
 
 
 

 
 

受換時年齢 
予定利率 

現 行 見直し後 

    45歳未満 

2.25% 

2.25% 

45歳以上55歳未満 2.00% 

55歳以上65歳未満 1.75% 

   65歳以上 1.50% 
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安心感があり、持続可能な制度にするための通算企業年金
の予定利率の見直し 



２．今後検討すべき課題と論点 
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年金受給者における家計の収支状況と企業年金の役割 

出典：総務省家計調査年報（家計収支編）平成25年 家計の概況 

【高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の家計収支】 

272,455円 

厚生労働省「平成24年 年金制度基礎調査 
（老齢年金受給者実態調査）」による 

夫婦世帯の公的年金（共済組合の年金、恩給を含む）の年金額は、 
平均約226,000円/月 

15 

 ２．はじめに① 

【貯蓄現在高階級別世帯分布】 

出典：内閣府 平成２６年版高齢社会白書 

６５歳以上の貯蓄平均額は２，２０９万円で
あるものの、貯蓄額２，０００万円以下の者
が約６割を占めており、貯蓄がある世帯と
無い世帯の偏りが大きい。 

そのため、一部の世帯を除き、不足分の
穴埋めをするのは困難。 



企業年金の給付額 

人数・件数 平均月額（円） 

確
定
給
付 

企
業
年
金 

（※

１
） 

総数 １，１８０，９５９ ７３，５１９ 

基金型 １，０６９，９９８ ７３，０８３ 

規約型 １１０，９６１ ７７，７２０ 

確定拠出年金（企業型）※２ １１，１１９ ５６，６５６ 

※１ 企業年金連合会の会員のうち調査回答のあった制度の平成25年度調査時点の数値 
出典：企業年金連合会 財政・事業運営実態調査2012 

【老齢給付金の状況】 
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※２ 出典：運営管理機関連絡協議会 「確定拠出年金統計資料2002年3月末～2013年3月末」 

 ２．はじめに② 

人 数 
プラスアルファ部分 
の平均月額（円） 

全体 ２，５３５，８３１ ５，９０６ 

一時金選択者除く ９７０，２１５ １２，７７８ 

（参考） 
【厚生年金基金（総合型）の給付額（平成２４年度末時点）】 

注： 代行相当額を除く 企業年金連合会調べ 

（参考） 
【連合会の受給者数と平均年金月額（平成２４年度末時点）】 

受給者数 平均年金月額（円） 

基本年金 ５，０１４，０００ ４，１０９ 

代行年金 ９４１，０００ ３５，２２７ 

出典：企業年金連合会 「新しい企業年金基礎資料」平成２５年１２月 



２．（1）中小企業における企業年金の存続・維持① 

厚生年金基金制度の見直しにより、多くの基金が解散の方向へ 

17 

66% 
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財政・事業運営実態調査結果 2014年５月時点 今後の方針等を勘案した状況 

平成２４年度末時点の厚生年金基金（将来返上含む560基金）の今後の制度運営の方針（認可済み含む）について 

存続 

代行返上 

通常解散 

特例解散 

検討中・不明等 

注1：財政・事業運営実態調査結果は、2013年12月に公表した結果を元に一部修正したものである。 
注2：2014年５月時点とは、財政・事業運営実態調査に企業年金連合会が開催する記録整理事務説明会等の出席状況を加味した分布である。 
注3：今後の方針等を勘案した状況とは、更に、主に検討中・不明等の基金における方針等を総合勘案し粗く推計した状況である。 



２．（1）中小企業における企業年金の存続・維持② 

適格退職年金制度からの移行時は、約４割の企業が制度廃止 

出典：厚生労働省ホームページ 
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２．（1）中小企業における企業年金の存続・維持③ 

適格退職年金制度からの移行時は、約４割の企業が制度廃止 

出典：厚生労働省ホームページ  適格退職年金の移行に係る実態調査の結果及び分析 事業主版 
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他の退職給
付制度があり、
十分な給付
水準となって
いるため 

移行事務が
煩雑であるた
め 

移行先の退
職給付制度
は、運営が煩
雑で対応困
難なため 

追加拠出等
の経費負担
ができないた
め 

移行先の退
職給付制度
に関する情報
が少なく判断
できないため 

その他 無回答 

合 計 ３２．６％ ７．７％ １５．４％ ２６．７％ ５．０％ ２３．５％ １０．７％ 

【適格退職年金解約の理由】 

【１企業当たりの平均従業員数から見た厚生年金基金（総合型）（平成２４年度末時点）】 

企業年金連合会調べ 

１企業当たりの 
平均従業員数（人） 基金数 企業数 基金数割合 

以上 未満 

～１０ ３９ １５，４４３ ８．１％ 

１０ ２０ ９６ ２６，４５７ ２０．０％ 

２０ ３０ ７４ １５，９２９ １５．４％ 

３０ ４０ ６３ １２，８１６ １３．１％ 

４０ ５０ ４０ ７，９６３ ８．３％ 

５０ １００ ９７ １４，４０７ ２０．１％ 

１００～  ７２ ６，７５３ １５．０％ 

合計 ４８１ ９９，７６８ １００％ 



２．（1）中小企業における企業年金の存続・維持④ 

 東京商工会議所は4月23日、「これからの企業年金解説セミナー」を開催し、4月1日に施行さ

れた改正厚生年金保険法の背景と概要、厚生年金基金の今後の移行スキームについて、企
業年金連合会審議役の中島誠氏らが説明しました。 
 中島氏らは、AIJ投資顧問の年金資産消失事件を契機に、厚生年金基金が運用する厚生年

金の代行部分が、運用利回りの低下によって積立不足となるいわゆる“代行割れ”が大きな問
題となったことから、今回の法改正に至った経緯を解説。法改正により、今後厚生年金基金の
新設は認められないことのほか、５年間の時限措置である特例解散制度の見直し、上乗せ給
付の受給権の保全を支援するため厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行に特
例を設ける移行支援措置などについて説明しました。 
  また、今後の少子高齢化に伴い、公的年金のスリム化が見込まれる中、「退職後の生活保障
という観点から、とりわけ中小企業において公的年金を補完する企業年金制度の必要性は高
まっている」と指摘。現在加入している厚生年金基金が代行割れしている場合でも、上乗せ給
付の再建は可能だとし、その具体的な方法を説明したほか、基金解散後の移行先として考えら
れる他の諸制度について解説しました。 
 セミナー終了後には、個別相談会が行われ、企業の担当者がアドバイスを求めました。 

出典：東京商工会議所ホームページ 

東京商工会議所セミナー（平成２６．４．２３） 

企業年金連合会は、日本商工会議所と連携して中小企業向けセミナーを開催 
 ◆今後も要望に応じ、各地で実施予定 
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※ この図は、法律条文から想定して作成したイメージです。 
   実施の是非も含め、今後、共同運用事業のあり方について検討する予定です。 

Ａ
基
金 

連
合
会 

運
用
受
託
機
関 

母体 

受給者 

掛金 
拠出金等 

運用委託 

給付 交付金 

運用損益 

Ａ 

Ｂ Ｂ
社 

交付金 

拠出金等 
受給者 

給付 

共同運用 
企業年金連合会 

◆根拠条文 
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 
附則第４０条第４項第１号ハ及び第２号 
４ 存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣 
 の認可を受けなければならない。 
 一 厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業 

  ハ 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加
する事業 

 二 事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資と して、事業主等の積立金（改正後確
定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。）の額を 付加する事業 

２．（1）中小企業における企業年金の存続・維持⑤ 

企業年金連合会としては、中小企業の企業年金における資産運用の負担を 
 軽減するべく、共同運用事業の実施を検討 

将来的には、単独での企業年金制度の実施が困難な中小企業の企業年金の受け皿として、 
 総合型ＤＢ（ＤＣ）の運営なども検討していく必要があるのではないかと考える。 



２．（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計① 

【連合会会員ＤＢの財政・事業運営に関する制度の見直しの検討状況】 

出典：企業年金連合会 財政・事業運営実態調査結果と解説（2012年度）  

退職給付会計基準の見直し等により、予定利率の引き下げや、
DBからDCへの移行の動きが見られる 
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企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基
準の適用指針」の公表 (平成24年5月17日企業会計基準委員会) 
  
○ 連結財務諸表においては、2014年3月期決算から未認識債務を貸借対照表に即時に計上させることになる。未

認識債務は、退職給付債務と年金資産の評価に反映された当年度の変動分であるが、改正前は、退職給付引
当金の計上にあたって未認識債務を控除することによって当年度の変動がなかったものとし、翌年度から徐々に
認識させることができた。改正後は、未認識債務の全額を退職給付引当金（「退職給付に係る負債」に名称変更）
に計上する一方で、同額を純資産にマイナス計上することになる。この結果、退職給付債務から年金資産を引い
たものが、そのまま退職給付に係る負債となる。なお、単体財務諸表の会計処理の変更はない。    

年金資産 

退職給付債務 

（PBO） 
未認識債務 資産 

純資産 

退職給付引当金 

負債 

（遅延処理） 
 退職給付債務から年金資産と未認識債務を引いた額が退職給付引当金 
 未認識債務は翌年度から徐々に退職給付引当金に計上 

貸借対照表（企業会計） 

年金資産 

退職給付債務 

（PBO） 
純資産 

退職給付に係る負債 

（即時認識） 
 退職給付債務から年金資産を引いた額が退職給付引当金（名称変更⇒「退職給付に係る負債」） 

 同時に、未認識債務は純資産にマイナス計上 

改
正
前 

改
正
後 

 

資産 

負債 

２．（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計② 

（参考）退職給付会計基準の見直し 
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２．（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計③ 

ＤＢ制度では予定利率の低下、キャッシュバランスプラン導入の動き 

出典：企業年金連合会 財政・事業運営実態調査結果と解説（2012年度）  

【会員ＤＢにおける予定利率の分布状況】 【会員ＤＢにおけるキャッシュバランスプランの導入状況】 

出典：企業年金連合会  資産運用実態調査結果と解説（2012年度）  



２．（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計④ 

DB・DCの二者択一ではなく、企業の実態に合わせてDB・DC 
 を組み合わせることが求められる 

【制度の組み合わせとDC採用割合】 

退職給付制度 度数 率 ＤＣ割合

ＤＣのみ 198 22.3% 100.0%

ＤＣと退職一時金 305 34.3% 49.9%

ＤＣと厚生年金基金 33 3.7% 58.6%

ＤＣと確定給付企業年金 129 14.5% 34.1%

ＤＣと中退共・特退共 27 3.0% 52.1%

ＤＣと退職一時金と厚生年金基金 30 3.4% 34.0%

ＤＣと退職一時金と確定給付企業年金 139 15.6% 23.6%

ＤＣと退職一時金と中退共・特退共 17 1.9% 32.0%

ＤＣと厚生年金基金と中退共・特退共 3 0.3% 43.0%

ＤＣと厚生年金基金と確定給付年金 3 0.3% 30.0%

ＤＣと確定給付企業年金と中退共・特退共 1 0.1% 10.0%

ＤＣと退職一時金と厚生年金基金と中退共・特退共 2 0.2% 45.0%

ＤＣと退職一時金と厚生年金基金と確定給付企業年金 2 0.2% 36.0%

有効回答者数 889

無回答 146

【会員ＤＢにおける確定拠出年金の導入状況】 

25 
出典：企業年金連合会 第４回 確定拠出年金制度に関する実態調査  出典：企業年金連合会 資産運用実態調査結果と解説（2012年度）  



２．（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計⑤ 

日本経済団体連合会におけるセミナー（平成２６．２．２８） 

出典：月刊・企業年金平成26年4月号  

企業年金連合会は、日本経済団体連合会の後援により、セミナーを開催  
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２．（２）労使双方のニーズを踏まえた柔軟な制度設計⑥ 

 ＤＣ制度には拠出限度額があり、企業
の制度設計の制約となっている 

 

DCの拠出限度額が企業による柔軟な制度設計を制約 

1.全員の掛金

が拠出限度額

未満である, 
754, 74.1% 

２．一番掛金が

高い者が拠出

限度額と同額

になる設計であ

る, 92, 9.0% 

３．拠出限度額

を超えており、

差分を調整して

いる従業員が

いる, 172, 
16.9% 

2010年1月に限度額が引き上げ
られたが、25.9％の規約で 
限度額到達者が存在 

従業員数 退職給付制度 拠出限度額 度数 率

～99名 ＤＣのみ 51,000円 43 34.7%
ＤＣ+一時金等 51,000円 57 46.0%

企業年金有 25,500円 24 19.4%

100～299名 ＤＣのみ 51,000円 80 29.4%
ＤＣ+一時金等 51,000円 140 51.5%

企業年金有 25,500円 52 19.1%

300～999名 ＤＣのみ 51,000円 42 18.0%
ＤＣ+一時金等 51,000円 96 41.2%

企業年金有 25,500円 95 40.8%

1000名～ ＤＣのみ 51,000円 31 12.0%
ＤＣ+一時金等 51,000円 56 21.7%

企業年金有 25,500円 171 66.3%

【退職給付制度、従業員数及び拠出限度額】 

    ※ 併用する制度が退職一時金、中小企業退職金共済の場
合、DCの拠出限度額は51,000円だが、確定給付企業年
金、厚生年金基金を併用するとその給付水準にかかわ
らず限度額は一律に25,500円に半減する 
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出典：企業年金連合会 第４回 確定拠出年金制度に関する実態調査  
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出典：第４回社会保障審議会企業年金部会 資料  

 ２．（３）雇用の流動化への対応① 

制度間による拠出限度額のバラつきや適用範囲等 

基礎年金 



ポータビリティ制度の拡充 

積立金等の移換 

確定拠出年金 

             企業型 

   個人型  

               企業型 

脱退一時金相当額の移換 
脱退一時金 

相当額の移換 

厚生年金基金 

厚生年金基金 

確定給付企業年金 

確定給付企業年金 

脱退一時金相当額 

の移換 

脱退一時金相当額の移換 

積立金等の移換 

脱退一時金相当額 

の移換 

権利義務の移転 

（基本部分） 

積立金等の移換 
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 ２．（３）雇用の流動化への対応② 

ＤＣ⇒ＤＢへの 
資産移換は 

法令上不可能 

 確定給付型の企業年金間の資産移換は、 
 受け手側の規約で認めている場合のみ可能 

・企業規模の拡大により企業が中小企業退職金共済から脱退を余儀なくされた場合、確定給付企業年金へは 
  資産移換が可能だが、ＤＣへの資産移換は認められていないという問題点もある。 
 



中小企業 大企業 

公的年金の縮小 

マクロ経済スライド 
支給開始年齢の引き上げ・・・ 

企業年金の重要性は益々高まる 

貸借対照表上における即時認識 
（連結財務諸表のみ適用） 

割引率の見直し 
  →年金の予定利率が重要に 

CBプランの導入、予定利率の引き下げ 
有期年金化 
確定拠出年金への制度変更、一部導入 

中小企業は厚生年金基金制度の見直し
により、企業年金の抜本的見直しが早急
に求められる 

解散・特例解散の増加 
他の企業年金への移行がどの程度 
あるか。（適年廃止では約４割が制度
移行せずに解約となった前例あり） 

退職給付会計基準の改正 厚生年金基金制度の見直し 
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 ２．まとめ① 

 
企業間 
 
 

雇用の流動化 

制度間における拠出限度額のバラつき等、ポータビリティの制約 

将来の年金受給のためには、ポータビリティ制度の拡充等が求められる 

確定給付企業年金法／確定拠出年金法 第１条 
「公的年金の給付と相まって国民の生活の安定
と福祉の向上に寄与することを目的とする。」  



企業年金制度の維持・拡大には 
税制・制度両面からのバックアップが不可欠 

（ＤＣ） 
拠出限度額

の撤廃・ 
拡大 

マッチング 
拠出の拡大 

 

（ＤＣ） 
投資教育
の充実と 
維持コスト
の引下げ 

 

 

（ＤＣ） 
中途引出し 
（一時金） 
要件の 
緩和 

 
 

（ＤＢ） 
給付減額 
要件の 
見直し 
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（１）中小企業に 
おける企業年金 

の存続・維持 

特別法人税の撤廃 

 ２．まとめ② 

（２）労使双方の
ニーズを踏まえた 
柔軟な制度設計 

 
（３）雇用の流動化 

への対応 

（ＤＢ・ＤＣ） 
脱退一時金 
移換要件 
の見直し 

（ＤＢ→ＤＢ） 
（ＤＣ→ＤＢ） 

 

課 
題 

（ＤＢ・ＤＣ） 
制度間に 
よる拠出 
限度額の 
バラつき・ 

適用範囲等 
 

論
点 

（ＤＢ） 
掛金拠出

の 
弾力化 

 

 
 

（ＤＢ・ＤＣ） 
ＤＢとＤＣ 
双方の 

メリットを 
融合した 

新たな制度 
の検討 


